
（１）税率の推移

22
(介護)

(支援）

23
(介護)

(支援）

24
(介護)

(支援）

25
(介護)

(支援）

26
(介護)

(支援）

27
(介護)

(支援）

28
(介護)

(支援）

29
(介護)

(支援）

30
(介護)

(支援）

31
(介護)

(支援）

32
(介護)

(支援）

※（ ）は改正
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